
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年3月19日提出

【発行者名】 ＨＳＢＣ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役　　松田　庄平

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号

【事務連絡者氏名】 村中　広司

【電話番号】 代表（03）3548-5690

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券に係るファンドの名称】

ＨＳＢＣ ブラジル・インフラ株式オープン

 

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券の金額】

 

 

当初申込期間（平成22年4月5日から平成22年4月21日まで）

500億円を上限とします。

継続申込期間（平成22年4月22日から平成23年7月8日まで）

5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】

 

（１）【ファンドの名称】

ＨＳＢＣ　ブラジル・インフラ株式オープン（「ファンド」といいます。）

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型株式投資信託の受益権です。

格付けは取得していません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。） の規定の適用

を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関

等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事

情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記

名式や記名式の形態はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

①　当初申込期間：500億円を上限とします。

②　継続申込期間：5,000億円を上限とします。

※上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下

「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。

 

（４）【発行（売出）価格】

①　当初申込期間：１口当たり１円とします。

②　継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額
*
とします。

*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を受益権総口数

で除した１口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されます。

基準価額については、販売会社または「(12) その他」に記載の＜照会先＞へお問い合わせください。そ

の他、原則として計算日（基準価額が算出される日）の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「ブラインフ

ラ」の略称で掲載されます。

 

（５）【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円）に、3.675％（税抜3.50％）

を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当

額が加算されます。

 

（６）【申込単位】

販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

 

（７）【申込期間】

①　当初申込期間：平成22年4月5日から平成22年4月21日まで

②　継続申込期間：平成22年4月22日から平成23年7月8日まで

※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。販売会社については、「(12) その他」に記載の

＜照会先＞へお問い合わせください。
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※販売会社と販売会社以外の金融商品取引業者または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該

金融商品取引業者または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。

 

（９）【払込期日】

①　当初申込期間

受益権の取得申込者は、当初申込期間中に、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。当初申込期

間における発行価額の総額は、設定日（平成22年4月22日）に、各販売会社から委託会社の指定する口座

を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

②　継続申込期間

受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。

継続申込期間における発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定

する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

（10）【払込取扱場所】

お申込みの販売会社にお支払いください。

 

（11）【振替機関に関する事項】

当ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

 

（12）【その他】

①　申込証拠金はありません。

②　日本以外の地域における発行はありません。

③　振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替

機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

　◆投資信託振替制度とは、

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ

の記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

＜照会先＞

ＨＳＢＣ投信株式会社

ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp

電話番号：03-3548-5690（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）
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第二部【ファンド情報】

 
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的

当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（「ブラジル」といいます。）のインフラ関連企業の株式

（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グロ－バル預託証書）等を含みます。）に投資する「ＨＳＢＣ　

ブラジル・インフラ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投

資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

 

②　ファンドの基本的性格

当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」
*
に属します。

＊社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。

〔商品分類〕
 

〔属性区分〕

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉）

 

投資対象資産
決算
頻度

投資対象
地域

投資形態
為替
ヘッジ

単位型
 
 

追加型

国　内
 
 
海　外
 
 
内　外

株　　　　式
 

債　　　　券
 

不動産投信
 

その他資産
 

資産複合

 

株式　一般
大型株
中小型株

債券　一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性

不動産投信

その他資産(投資
信託証券(株式))

資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型

年１回
 

年２回
 

年４回
 

年６回
（隔月）
 

年12回
（毎月）
 

日  々
 

その他

グローバル
 
日本
 
北米
 
欧州
 

アジア
 

オセアニア
 

中南米
 

アフリカ
 

中近東
（中東）
 

エマージン
グ

ファミ
リー
ファンド
 
 
 
 
 

ファンド
・オブ・
ファンズ

あ  り
 
 
 
 
 
 
 

な  し

（注）当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

 

〔商品分類〕

１）単位型投信・追加型投信の区分

「追加型」は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産ととも

に運用されるファンドをいいます。

２）投資対象地域による区分

「海外」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいいます。

３）投資対象資産による区分

「株式」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉と

する旨の記載があるものをいいます。

 

〔属性区分〕

１）投資対象資産による属性区分

「その他資産（投資信託証券（株式））」は、投資対象資産による区分がその他資産（投資信託証

券）で、親投資信託への投資を通じて株式に実質的に投資するものをいいます。このため、上記〔商品
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分類〕の「３）投資対象資産による区分」では、収益の源泉である「株式」と記載しております。

２）決算頻度による属性区分

「年１回」は、目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。

３）投資対象地域による属性区分

「中南米」は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉と

する旨の記載があるものをいいます。

４）投資形態による属性区分

「ファミリーファンド」は、目論見書または約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ

にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象とするものをいいます。

５）為替ヘッジによる属性区分

「為替ヘッジなし」は、目論見書または約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの

または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

 

※商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細に

つきましては、社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp）をご覧ください。

 

③　信託金の限度額

信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

 

④　ファンドの特色

１）当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド

（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕

組みです。

ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベ

ビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
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２）主として、ブラジルのインフラ
※
に関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを

構築します。

※インフラとはインフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、不動産・住宅

建設など、経済発展のために不可欠な社会基盤のことです。

 

３）ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用し

ます。

 

４）運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣ　バンク　ブラジル　エス　エイ－Banco　Múltiploにマザーファ

ンドの運用指図に関する権限を委託します。

 

５）株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。

 

６）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

 

７）年１回分配を行う予定です。

年１回の決算時（毎年4月10日、休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準・市況動向等を勘案し

て分配します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

 

＜ＨＳＢＣグループおよびＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント＞

ＨＳＢＣグループは、1865年に設立され、ロンドンを本拠地とし、世界86の国と地域に約8,500の拠点を

有する総合金融グループです。当グループの持株会社の株式は、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港、バ

ミューダの各市場に上場しています。

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントは、ＨＳＢＣグループに属する資産運用会社の総称で

す。ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンパウロ、香港、シンガポ－ル、ムンバイ、東京等、世界30以上の国と

地域に拠点を有しています。ＨＳＢＣ投信株式会社は、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント

の一員です。

※上記は本書提出日現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。
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（２）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組みの概要
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②　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

１）受託会社と締結している契約

受託会社と委託会社の間では「証券投資信託契約」が締結されており、信託財産の運用方針、信託

報酬の総額、募集方法に関する事項等が定められています。

２) 販売会社と締結している契約

販売会社と委託会社の間では「募集・販売等に関する契約」が締結されており、募集および一部解

約の取扱いに関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、一部解約金および償還金

の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。

３）投資顧問会社と締結している契約

投資顧問会社と委託会社との間では「運用委託契約」が締結されており、マザーファンドの運用指

図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定められています。

 

③　委託会社の概況

１）資本金の額（本書提出日現在）：495百万円

２) 会社の沿革

昭和60年 5月27日　　ワードレイ投資顧問株式会社設立

昭和62年 3月12日　　投資顧問業の登録

昭和62年 6月10日　　投資一任契約に係る業務の認可

平成 6年 2月17日　　エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更

平成10年 4月24日　　エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更

平成10年 6月16日　　証券投資信託委託業の認可

平成15年 3月 1日　　ＨＳＢＣアセット・マネジメント株式会社に商号変更

平成17年 4月25日　　ＨＳＢＣ投信株式会社に商号変更

平成19年 9月30日　　金融商品取引業の登録

３) 大株主の状況

 （本書提出日現在）

氏名または名称 住所
所有株式数
（株）

所有比率
（％）

ＨＳＢＣグローバル・アセット・
マネジメント・ホールディングス
（バハマ）リミテッド

バハマ連邦　ニュー・プロビデン
ス州　ナッソー市　ワン・ベイ・ス
トリート、センター・　オブ・コ
マース　306

2,100100.00
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

①　基本方針

当ファンドは、主にブラジルのインフラ関連企業の株式（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グロ－

バル預託証書）等を含みます。）に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財

産の中長期的な成長を目指します。

②　投資態度

１）主としてマザーファンドの受益証券に投資します。

２）投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用（主としてブラジルのインフラ関連株式等に投資）

を直接行うことがあります。

３）株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。

４）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引を行うことができます。

６）当初設定時および償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によるファンドの資

金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

（２）【投資対象】

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。以下同じ。）

(a）有価証券

(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。）

(c）金銭債権

(d）約束手形

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

(a）為替手形

②　投資対象とする有価証券の指図範囲等

委託会社は、信託金を、主として親投資信託であるマザーファンドの受益証券および次の１）から

22）までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲

げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１）株券または新株引受権証書

２）国債証券

３）地方債証券

４）特別の法律により法人の発行する債券

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受

権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める

ものをいいます。）

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

す。）

９）特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条

第1項第8号で定めるものをいいます。）

10）コマーシャル・ペーパー

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または証書の性質
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を有するもの

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい

ます。）

14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める

ものをいいます。）

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。）

17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書

19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。）

20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に表示されるべきもの

22）外国の者に対する権利で前記21）の有価証券の性質を有するもの

なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質

を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券または

証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）および14）の

証券（投資法人債券（外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。）を除きます。）を以

下「投資信託証券」といいます。

③　投資対象とする金融商品の運用指図

前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

６）外国の者に対する権利で前記５）の権利の性質を有するもの

当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに

は、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げる金融商品により運用することの指図ができ

ます。
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（３）【運用体制】

 

■　当ファンドの運用

当ファンドが主要投資対象としているマザーファンドの運用は、委託会社との運用委託契約に基づき、

ＨＳＢＣ　バンク　ブラジル　エス　エイ－Banco　Múltiplo（運用委託先：投資顧問会社）が行います。

■　当ファンドの運用管理体制

委託会社は以下の通り、運用委託先の運用状況を監視し管理します。

運用委託先運用部門で執行する取引内容は、管理部が確認し、運用部へ報告します。

運用部は、管理部からの取引報告をもとに運用委託先運用部門が行う運用状況のチェックおよび委託会

社独自のモニタリングシステムを通じた監視により、ガイドラインに沿った運用を適正に行っているか

を日々管理します。

プロダクトマネジメント部は、投資制限の設定、商品性のチェックを行います。

コンプライアンス部は、運用部およびプロダクトマネジメント部のチェック状況をモニタリングしま

す。また運用委託先コンプライアンス部門のモニタリング状況を確認します。

なお運用委託先において、運用部門が適正な運用を行っているかを、運用委託先コンプライアンス部門

がモニタリングします。

■　運用体制の監督機関

・運用委員会

ファンド運営上の諸方針の立案・決定を行います。

・プロダクト委員会

新ファンドの立案・決定、既存ファンドの商品性管理を行います。

・コンプライアンス委員会

ファンド運営上の法令遵守体制等のチェックを行います。

・経営委員会

上記委員会の上部機関として、ファンド運営体制を経営の立場から監督します。

■　受託会社に対する管理体制

信託財産の管理業務に対する正確性、適切性などに関して、定期的に内部統制に関する報告書を受領し

ます。
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■　ファンドの運用に関して、以下のような運用規則を設けています。

（法令等の遵守）

運用業務の遂行にあたっては、金融商品取引業者の業務の公共性を自覚し、金融商品取引法および関連

法令、（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会等で定める諸規則およびガイドライン等を

遵守しなければならない。

（秘密の厳守）

運用業務に携わる者は職務上知りえた顧客の取引、財産の状況等、もしくは、株価に影響を与えると考え

られる法人関係情報等は十分な注意をもって取扱い、秘密に関する事項を漏洩してはならない。なお、営

業部門等社内の他部門の役職員に対し、業務上必要とされるものを除き、不必要な情報の提供を行って

はならない。

（忠実義務）

運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、

投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力

排除する。

（最良執行方針）

運用業務の遂行にあたっては、投資家にとって最良の取引の条件で注文を執行しなければならない。運

用業務に携わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等さまざま

な要素を総合的に勘案して執行を行わなければならない。

（善管注意義務）

運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、業務を遂

行しなければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスクのみならず、政治リス

ク、決済リスク、オペレーションリスク等に配慮しこれを行わなければならない。

（運用計画の策定および実行）

運用業務の遂行にあたっては、運用計画を策定し、適宜これを見直さなければならない。運用計画はこれ

を運用委員会で協議し、承認を受けなければならない。

 

＜ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの投資プロセス＞

株価は企業の業績やマクロ経済の動向等様々な要因で変動します。そのため、ＨＳＢＣ投信が属するＨ
ＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントでは１つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等
の分析（トップダウン）と徹底した企業分析（ボトムアップ）を併用しています。

※運用体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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（４）【分配方針】

①　収益分配方針

年１回の決算時（毎年4月10日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配

を行います。

１）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

２）分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額

が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

３）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行

います。

②　収益の分配方式

１）信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

(a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した

額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう

ち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、

諸経費、その他諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬

に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期

以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下

「売買益」といいます。）は、諸経費、その他諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、

信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その

全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に

あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

２）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③　収益分配金の交付

「一般コース」の収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して５営業日まで

に販売会社で支払いを開始します。受益者が支払開始日から５年間支払いの請求を行わない場合はそ

の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

「自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、原則として販売会社が税金を差し引いた後、受益者に

代わって決算日の基準価額で再投資します。なお、収益分配金の再投資については、無手数料でこれを

行います。

※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該

収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま

た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払

いします。「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載

または記録されます。
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（５）【投資制限】

①　当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。

１）株式への実質投資割合には制限を設けません。

２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

３）投資する株式等の範囲

(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に

上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている

株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す

る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(b) 前記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会

社が投資することを指図することができるものとします。

４）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券等への投資制限

(a) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新

株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資

産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。

(b) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社

債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当

該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも

の（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債

を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財

産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に

属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投

資の指図を行いません。

(c) 前記(a)および(b)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（後記５）、６）、７）の(b)および14）の(b)におい

て同じ。）

５）新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限

委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる

投資の指図をしません。

６）投資信託証券への投資制限

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券

を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券

を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産

総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

７）信用取引の指図範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株式を売付けることの指

図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株式の引渡しまたは買戻しにより

行うことの指図をすることができるものとします。

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に

属する当該売付に係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純

資産総額の範囲内とします。

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額の合計額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
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る売付の一部を決済するための指図をするものとします。

８）先物取引等の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有

価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券

指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価

証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならび

に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通

貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似

の取引を行うことの指図をすることができます。

(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金

利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似

の取引を行うことの指図をすることができます。

９）スワップ取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取

金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ

プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間（信託契約締

結日から、信託終了日または信託契約解約の日までをいいます。以下同じ。）を超えないものと

します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りでは

ありません。

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価

するものとします。

(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先

渡取引を行うことの指図をすることができます。

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いては、この限りではありません。

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに

算出した価額で評価するものとします。

(d）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

11）有価証券の貸付の指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次

のイ．およびロ．の範囲内で貸付の指図をすることができます。

イ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時

価合計額を超えないものとします。

ロ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す

る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

(b) 前記(a)のイ．およびロ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか

に、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。

12）公社債の空売り
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委託会社は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をする

ことができないものとします。

13）公社債の借入れ

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ

ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供

の指図を行うものとします。

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし

ます。

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借

入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

14）外国為替予約の指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする

ことができます。

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に

属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する

とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ

いては、この限りではありません。

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に

相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし

ます。

15）一部解約の請求および有価証券の売却等の指図

委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および

信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

16）再投資の指図

委託会社は、前記15）の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清

算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図

ができます。

17）資金の借入れ

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を資するため、一部解約に伴う支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の

借入れ（コール市場を通じる場合も含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入

金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支払開始

日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間もしくは受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日

以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償

還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の

純資産総額の10％を超えないものとします。

(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

18）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
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合には、制約されることがあります。

 

② 「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。

１）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託

につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をすることができ

る事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879

条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当

該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、信託

財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。

２）デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる

変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的

な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ

ブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択

権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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（参考）マザーファンド（ＨＳＢＣ　ブラジル・インフラ株式マザーファンド）の投資方針

 

（１）運用の基本方針

①　基本方針

当ファンドは、主にブラジルのインフラ関連企業の株式（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グロ－

バル預託証書）等を含みます。）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

②　投資態度

１）当ファンドは、主としてブラジルのインフラ関連企業の株式（ＡＤＲ、ＧＤＲ等を含みます。）に投

資します。また、ブラジルのインフラに関わるブラジル以外の国の企業の株式に投資する場合があ

ります。

２）運用委託契約に基づいてＨＳＢＣ　バンク　ブラジル　エス　エイ－Banco Múltiploに運用の指図に

関する権限を委託します。

３）株式の組入比率は、原則として高位に維持します。

４）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引を行うことができます。

６）市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

（２）投資対象

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産

(a）有価証券

(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。）

(c）金銭債権

(d）約束手形

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

(a）為替手形

②　投資対象とする有価証券の指図範囲等

委託会社（運用についての投資に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。）は、信託金

を、主として次の１）から22）までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１）株券または新株引受権証書

２）国債証券

３）地方債証券

４）特別の法律により法人の発行する債券

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受

権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める

ものをいいます。）

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

す。）

９）特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条

第1項第8号で定めるものをいいます。）

10）コマーシャル・ペーパー

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または証書の性質
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を有するもの

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい

ます。）

14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める

ものをいいます。）

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。）

17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書

19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。）

20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に表示されるべきもの

22）外国の者に対する権利で前記21）の有価証券の性質を有するもの

なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質

を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券または

証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）および14）の

証券（投資法人債券（外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。）を除きます。）を以

下「投資信託証券」といいます。

③　投資対象とする金融商品の運用指図

前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

６）外国の者に対する権利で前記５）の権利の性質を有するもの

当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに

は、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げる金融商品により運用することの指図ができ

ます。

 

（３）主な投資制限

１）株式への投資には制限を設けません。

２）外貨建資産への投資には制限を設けません。

３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以

下とします。

４）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とし

ます。

５）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総

額の5％以下とします。

６）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の

純資産総額の10％以下とします。

７）公社債の空売りは行わないものとします。

８）先物取引等の運用指図
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(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有

価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引

所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権

取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通

貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似

の取引を行うことの指図をすることができます。

(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金

利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似

の取引を行うことの指図をすることができます。

９）スワップ取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの

指図をすることができます。

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価

するものとします。

(d）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先

渡取引を行うことの指図をすることができます。

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに

算出した価額で評価するものとします。

(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが

必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

 

11）信用取引の指図範囲

(a) 委託会社は信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株式を売付けることの指図

をすることができます。なお、当該売付の決済については、株式の引渡しまたは買戻しにより行

うことの指図をすることができるものとします。

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の

一部を決済するための指図をするものとします。

12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場

合には、制約されることがあります。

13）公社債の借入れ

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ

ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供

の指図を行うものとします。

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
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ます。

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借

入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

14）外国為替予約の指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする

ことができます。

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に

属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい

ては、この限りではありません。

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に

相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし

ます。
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３【投資リスク】

（１）当ファンドのリスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、主として外国株式等の値動きのある証券（外貨建資産に投資す

る場合、為替変動もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証され

ているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ご

購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいた

します。

当ファンド（マザーファンドを含みます。）の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。

①　基準価額の変動リスク

１）株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的また

は長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、これが繰

り返される傾向にあります。現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証

はありません。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

２）信用リスク

株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収で

きなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅

延等が発生する場合があり、基準価額が下落する要因となります。

３）為替変動リスク

外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レー

トは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動すること

があります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価

額が下落する要因となります。

４）流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激

な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買でき

ないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、基準価額が影響を

受けることがあります。

５）カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本

取引、外貨取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に

下落したり、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。

エマージング・マーケット（新興国市場）では、一般に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さく

流動性が低いことなどから、前記各リスクが大きくなる傾向があります。また、企業情報の開示制度

や決済制度などのインフラストラクチャーが未発達なことなどから、正確な情報に基づいた投資判

断ができない可能性もあります。これにより当ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ること

があります。

６）投資対象国における税制変更にかかるリスク

ブラジル国内の有価証券投資については、非居住者に対して金融取引税が課されることがありま

す。将来その税率が変更されたり、当該関係法令が改正された場合には、基準価額が影響を受ける可

能性があります。

７）解約資金の流出に伴うリスク

短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢よ

り大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな

ります。

８）その他

当ファンドが投資する公社債、および短期金融商品に債務不履行が発生した場合、または予測され
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る場合には、当該公社債および短期金融商品の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。

②　デリバティブ取引のリスク

当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と

ヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこ

とによるリスクなど様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変

動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることもありますが、

実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。

③　法令・税制・会計等の変更の可能性にかかわる留意点

法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。

④　その他の留意点

一部解約金、収益分配金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、そ

れぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任

を負いません。

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行

う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を負担し

ており、互いに他について責任を負担しません。

 

（２）投資リスクに対する管理体制
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投資リスクの管理は、各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、コンプライアンス・

オフィサー、投資モニタリングマネジャー、ポートフォリオ分析チームによる複眼的な管理体制を採って

おります。

また、効率的な管理を行うためにポートフォリオモニタリングシステムが整備されており、各担当者が共

通のインフラにアクセスして投資リスクを管理する体制となっております。

 

・各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）は、主に運用ガイドラインの遵守および

パフォーマンス等のポートフォリオの運用状況の管理を行います。

・コンプライアンス・オフィサーは、運用部門からは完全に独立しており、法令・諸規則等に基づいた遵

守状況のモニタリングを行っております。

・投資モニタリングマネジャーは、主にポートフォリオモニタリングシステムを通じ、ポートフォリオの

運用状況を把握しており、必要な場合、運用部門に対し改善を求める権限を持っております。改善の要求

と結果は、コンプライアンス・オフィサーにも同様に報告されます。

・ポートフォリオ分析チームは、運用部門から完全に独立したチームであり、ポートフォリオの各種リス

ク特性を示す要因分析を行い、定期的にチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、運用担当者、

コンプライアンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャーに対し分析結果が報告されます。

 

その他、ＨＳＢＣグループの監査部門による内部監査、監査法人による外部監査も行われており、各部門が

法令・諸規則および社内業務規定に則って運営されているかどうかについてチェックされ、業務方法およ

び管理体制、運営全般についての精査が行われております。

 

※投資リスクに対する管理については、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに共通した管理方法

について記載しております。なお、この体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる可能性があり

ます。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円）に、3.675％（税抜3.50％）

を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当

額が加算されます。

お申込みには、分配金の受取方法により「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があり、「自動

けいぞく投資コース」の分配金は、無手数料で再投資されます。

取得申込代金の支払方法および時期、手数料率、取扱いコースにつきましては、販売会社へお問い合わせ

ください。

 

（２）【換金（解約）手数料】

①　換金手数料

ありません。

②　信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額

 

（３）【信託報酬等】

①　信託報酬の総額

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.995％（税抜年

1.90％）の率を乗じて得た金額を費用として計上します。信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬

支弁のときに信託財産中から支弁します。

②　信託報酬の支弁

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財

産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

委託会社 販売会社 受託会社 計

年1.1865％

（税抜年1.13％）

年0.7455％

（税抜年0.71％）

年0.0630％

（税抜年0.06％）

年1.995％

（税抜年1.90％）

※委託会社の報酬には、ＨＳＢＣ　バンク　ブラジル　エス　エイ－Banco Múltiploへのマザーファ

ンドの運用委託契約に基づく投資顧問報酬（年0.42％）が含まれています。

 

（４）【その他の手数料等】

当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではあり

ません。当該費用の上限額については、運用状況等により変動するため、表記できません。

①　株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用

②　外貨建資産の保管費用

③　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用

④　投資信託財産に関する租税（ブラジルにおける金融取引税（注）を含みます。）、信託事務の処理に要

する費用、ならびに受託会社の立替えた立替金の利息

（注）ブラジル国内の有価証券投資については、非居住者に対して金融取引税が課されることがあり

ます。なお、ブラジルにおいて当該関係法令が改正された場合には、この取扱いが変更されるこ

とがあります。

⑤　その他諸費用

１）投資信託振替制度に係る手数料および費用

２）有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用

３）目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

４）信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

５）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
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６）当ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約

に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

７）当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

 

委託会社は、前記⑤記載のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産

から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける

際、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁

を受けるにあたり、かかる諸費用の金額を、あらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかか

わらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。その他諸費用の上

限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時また

は期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率

または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上され、毎計

算期間の最初の６ヶ月終了日および計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額

とともに信託財産中から支弁します。

委託会社は、その他諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年

率0.2％を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けるものとします。

委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかるその他諸費用の年率

を見直し、年率0.2％を上限としてこれを変更することができます。

なお、前記①～⑤に記載する費用等は、マザーファンドに関連して生じた費用等のうちマザーファンド

において負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含み

ます。

※投資家が支払う手数料等の費用総額については、ファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できま

せん。

 

（５）【課税上の取扱い】

日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。

なお、課税上は公募の株式投資信託として取り扱われます。

①  個別元本について

１）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手

数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う

つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

３）ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出

が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支

店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース毎

に、個別元本の算出が行われる場合があります。

４）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控

除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、後記「②収

益分配金について」をご参照ください。）

②  収益分配金について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる「特別

分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同

額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金

となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その

下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金
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となります。

③  個人、法人別の課税の取扱いについて

≪個人の受益者に対する課税≫

１）収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、平成23年12月31日までは10％（所得税7％および

地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税5％）の税率で源泉徴収（申告

不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）または申告分離

課税を選択することもできます。

２）一部解約時および償還時の差益（一部解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および当

該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が譲渡所得とみなされて課税さ

れ、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その場

合、平成23年12月31日までは10％（所得税7％および地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％（所

得税15％および地方税5％）の税率となります。

３）一部解約時および償還時の損失については、確定申告することにより、他の株式等の譲渡益および

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができ、控除しきれない損失が

ある場合は、翌年以降３年間の繰越控除の対象とすることができます。また、一部解約時および償還

時の差益については、他の株式等の譲渡損と相殺することができます。なお、特定口座にかかる課税

上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。

≪法人の受益者に対する課税≫

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お

よび償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7％（所得税のみ）、平成24年1月1

日以降は15％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。

当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

 

（注）上記の内容は本書提出日現在のものであり、税法等が改正された場合には変更になることがありま

す。
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５【運用状況】

当ファンドは平成22年4月22日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありま

せん。

 

（１）【投資状況】

該当事項はありません。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

該当事項はありません。

 

②【分配の推移】

該当事項はありません。

 

③【収益率の推移】

該当事項はありません。
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６【手続等の概要】

（１）申込（販売）手続等

①　取得申込

取得申込は、原則として販売会社の営業日の午後３時まで（「受付時間」といいます。）に行われ

ます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を

過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる

場合があります。

②　取扱いコース

お申込みには、分配金の受取方法により２つのコース※があります。

「一般コース」・・・・・・・・・・・・・・・収益分配時に分配金を受取るコース

「自動けいぞく投資コース」・・・分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース

※取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。コースの名称は、販売会社によっては、同

様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。

③　申込単位

販売会社によって異なります。

なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は１口単位となります。

④　申込価額　

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円）

ただし、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額と

なります。

⑤　その他留意事項

１）取得申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が

合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その

他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよ

び既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。

２）受益権の振替

取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替

を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の

増加の記載または記録が行われます。
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（２）換金(解約)手続等

①　解約申込（一部解約の実行の請求）

解約申込は、原則として販売会社の営業日の午後３時まで（「受付時間」といいます。）に行われ

ます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を

過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる

場合があります。

②　解約単位

販売会社によって異なります。

③　解約価額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産

留保額として控除した価額

④　支払開始日

解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社の本支店、営業

所等において支払います。

※解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。詳しくは、前

記「４ 手数料等及び税金」をご覧ください。

⑤　その他留意事項

１）解約申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が

合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その

他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止することおよ

び既に受け付けた解約申込の受付を取り消すことができます。

２）振替受益権の抹消

受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に係るこの信託契

約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数

の減少の記載または記録が行われます。

 

 

※申込受付不可日

国内の営業日であっても、サンパウロ証券取引所の休場日に当たる場合には、取得および解約

の申込受付は行いません。
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７【管理及び運営の概要】

（１）資産管理等の概要

①　資産の評価

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価

評価して得た純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額の計

算にあたり、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買

相場の仲値によって計算します。

＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞

マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引所に

おける計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。

※基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「ブラインフラ」の略称で掲載され

ます。

②　保管

該当事項はありません。

③　信託期間

当ファンドの信託期間は原則として無期限とします。ただし、後記「⑤その他　１）信託の終了」

の規定により、信託を終了することができます。

④　計算期間

原則として、毎年4月11日から翌年4月10日までとします。

ただし、各計算期間終了日に該当する日（「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間

終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、第１計算期間は信託契約締結日から平成23年4月11日までとします。
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⑤　その他

１）信託の終了

(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権口数が30億口を下回る

こととなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約

し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 委託会社は、(a)の事項について書面決議を行います。詳しくは、信託約款をご覧ください。

(c) その他、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社が監督官庁より登

録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、受託会社が辞任もしくは

解任された場合に委託会社が新受託会社を選任できないときなど、委託会社はこの信託契

約を解約し信託を終了させます。

２）信託約款の変更等

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との

併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信

託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または

併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

(b) 委託会社は、(a)の事項（その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合と合わせて

「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。詳しくは、信託約款

をご覧ください。

３）公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

４）関係法人との契約の更改に関する手続き等

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約期間満了３ヶ月

前までに、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として１年毎に自動的に更新されるものと

します。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」は、当事者の別段の

意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有するものとします。

５）運用報告書

委託会社は、ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成し、知れてい

る受益者に対して販売会社を通じて交付します。

 

（２）受益者の権利等

①　収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金

は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決

算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。

なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資され

ます。

②　償還金に対する請求権

受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、償還日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業

日まで）から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支

払います。
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③　一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求を、販売会社を通じて委託会社

に請求することができます。一部解約金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行いま

す。

④　反対者の買取請求権

委託会社が信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解

約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信

託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

⑤　帳簿閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄

写を請求することができます。
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第２【財務ハイライト情報】

 

当ファンドは平成22年4月22日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当する財務諸表

はありません。

 

１【貸借対照表】

該当事項はありません。

 

２【損益及び剰余金計算書】

該当事項はありません。

 

 
第３【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

（１）名義書換

該当事項はありません。

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され

た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが存在しな

い場合等その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ

ん。

（２）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（３）受益権の譲渡

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数

の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録

するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人

の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。) に社振法の

規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す

るものとします。

③　前記①に規定する振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合

等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停

止日や振替停止期間を設けることができます。

（４）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する

ことができません。

（５）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（６）償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に

おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と

して取得申込者とします。）に支払います。

（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
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部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ

か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 
 

第４【ファンドの詳細情報の項目】

 

以下の項目は「第三部 ファンドの詳細情報」の記載事項です。

第１　ファンドの沿革

第２　手続等

１. 申込（販売）手続等

２. 換金（解約）手続等

第３　管理及び運営

１. 資産管理等の概要

（１）資産の評価

（２）保管　

（３）信託期間

（４）計算期間

（５）その他

２. 受益者の権利等

第４　ファンドの経理状況

１. 財務諸表

（１）貸借対照表

（２）損益及び剰余金計算書

（３）注記表

（４）附属明細表

２. ファンドの現況

純資産額計算書

第５　設定及び解約の実績
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第三部【ファンドの詳細情報】

 

第１【ファンドの沿革】

平成22年4月22日　　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始（予定）

 

 

第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

（１）取得申込

取得申込は、原則として販売会社の営業日の午後３時まで（「受付時間」といいます。）に行われます。

当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてから

の申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

（２）取扱いコース

お申込みには、分配金の受取方法により２つのコース
※
があります。

「一般コース」‥‥‥‥‥‥‥‥収益分配時に分配金を受け取るコース

「自動けいぞく投資コース」‥‥分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース

※取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。コースの名称は、販売会社によっては、同様の権

利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。

（３）申込単位

申込単位は販売会社によって異なります。

なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の申込単位は、１口単位となります。

（４）申込価額

当初申込期間：１口当たり１円

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

ただし、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とな

ります。

（５）申込手数料

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円）に、3.675％（税抜3.50％）

を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当

額が加算されます。

（６）取得申込受付不可日

取得申込日がサンパウロ証券取引所の休場日に当たる場合には、取得申込の受付は行いません。

（７）その他留意事項

①　取得申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的

に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な

い事情
＊1
があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付け

た取得申込の受付を取り消すことができます。

＊1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態
＊2
による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資

金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能と

なった場合等を指します。

＊2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災

害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。

②　受益権の振替

取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行

うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載

または記録が行われます。

 

２【換金（解約）手続等】

（１）解約申込（一部解約の実行の請求）

解約申込は、原則として販売会社の営業日の午後３時まで（「受付時間」といいます。）に行われます。
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当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてから

の申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

（２）換金（解約）方法

受益者は、自己に帰属する受益権につき、取得申込を行った販売会社を通じ、委託会社に解約申込するこ

とにより換金することができます。

（３）解約単位

販売会社によって異なります。

（４）解約価額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額から、後記（５）記載の信託財産留保額を控除した価額としま

す。

（５）解約手数料・信託財産留保額

解約手数料・・・・・ありません。

信託財産留保額・・・解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額

（６）支払開始日

解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等に

おいて支払います。

※解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。詳しくは、「第二部

ファンド情報　第１ ファンドの状況　４ 手数料等及び税金」をご覧ください。

（７）解約申込受付不可日

解約申込日がサンパウロ証券取引所の休場日に当たる場合には、解約申込の受付は行いません。

（８）その他留意事項

①　解約申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的

に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な

い事情
＊1
があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止することおよび既に受け付け

た解約申込の受付を取り消すことができます。

なお、解約申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約申込を

撤回できます。ただし、受益者がその解約申込を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額

は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約申込を受け付けたものとして、前記

「(４) 解約価額」に準じて計算された価額とします。

＊1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態
＊2
による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資

金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能と

なった場合等を指します。

＊2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災

害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。

②　振替受益権の抹消

換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口

数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数

の減少の記載または記録が行われます。
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第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価し

て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に

おける受益権総口数で除した金額をいいます。

基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、

預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信

売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧

客先物売買相場の仲値によるものとします。

＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞

マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引所におけ

る計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。

基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（１万口当たり）は翌日の日

本経済新聞朝刊に「ブラインフラ」の略称で掲載されます。

基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください。

＜照会先＞

ＨＳＢＣ投信株式会社

ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp

電話番号：03-3548-5690（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

 

（２）【保管】

該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

当ファンドの信託期間は無期限とします。

ただし、後記「（５）その他」の①の(a)、②および③の(b)に該当した場合には、信託を終了することが

できます。

 

（４）【計算期間】

原則として、毎年4月11日から翌年4月10日までとします。

ただし、各計算期間終了日に該当する日（「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日

は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、第１計算期間は、信託契約締結日から平成23年4月11日までとします。

 

（５）【その他】

①　信託契約の解約（繰上償還）

(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権口数が30億口を下回ること

となった場合、この信託契約を終了させることが受益者のため有利であると認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了

させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督

官庁に届け出ます。

(b) 委託会社は、(a)の事項について書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。

この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、

当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ

れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(c) (b)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除いた者をいいます。）は、受益権の口

数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行

使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(d) (b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
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(e) (b)から(d)の規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に

つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした

ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合

であって (b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。

②　信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了

(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。

なお、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記「⑤

信託約款の変更等」にしたがいます。

(b) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

当該規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会

社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「⑤信託約款の変更等」の書面決議が否決

された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

③　受託会社の辞任および解任による場合の信託終了

(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務

に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または

受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または

裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「⑤信託約款の変更等」にしたがい、新受託

会社を選任します。

(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。

④　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事

業を譲渡することがあります。

(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契

約に関する事業を承継させることがあります。

⑤　信託約款の変更等

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信

託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま

す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および

その内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款はこの信託約款の変更等に定める以外の方

法によって変更することができないものとします。

(b) 委託会社は、(a)の事項（信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合

に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ

びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(c) (b)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。）は受益権の口数に応じて、

議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと

きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(d) (b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(f) (b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当

該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表

示をしたときには適用しません。

(g) (a)から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ

ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された

場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

⑥　公告
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委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑦　関係法人との契約の更改に関する手続き等

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務

を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了３ヶ月前までに、当事者の別段の意思表示のない限

り、原則として１年毎に自動的に更新されるものとします。

また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」（別の名称で同様の権利義務を規

定する契約を含みます。）は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有

するものとします。

⑧　運用報告書

委託会社は、ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成し、知れている受

益者に対して販売会社を通じて交付します。

 

２【受益者の権利等】

当ファンドの受益権は、その申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異

にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、信

託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて

受益者に帰属します。

①　収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決

算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか

る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金

にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記

載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に、原則として決算日

から起算して５営業日までに支払いを開始します。

収益分配金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金

について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付

を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資されます。

再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

②　償還金に対する請求権

受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については

原則として取得申込者とします。) に支払います。

償還金の支払いは、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として、償還日から起算し

て５営業日まで）から、販売会社の本支店、営業所等において行います。

受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受

託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

③　一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求を、販売会社を通じて委託会社に請

求することができます。一部解約金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。

④　反対者の買取請求権

信託契約の解約または重大な約款の変更等（併合を含みます。）を行う場合には、書面決議において

当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、

信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求の取扱いについては、委

託会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。

⑤　帳簿閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写

を請求することができます。
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第４【ファンドの経理状況】

•   当ファンドは、平成22年4月22日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、資産を有して

いません。

•   当ファンドの会計監査は、あずさ監査法人により行われる予定です。

 

１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

該当事項はありません。

（２）【損益及び剰余金計算書】

該当事項はありません。

（３）【注記表】

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

該当事項はありません。

 

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

当ファンドは、平成22年4月22日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり

ません。

 

 

 

第５【設定及び解約の実績】

当ファンドは、平成22年4月22日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり

ません。
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第四部【特別情報】

 

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額（本書提出日現在）

資本金　　　　　　　　495百万円

発行可能株式総数　　　 24,000株

発行済株式総数　　　　  2,100株

直近5ヶ年における資本金の額の増減

該当事項ありません。 

 

（２）委託会社の機構

①　組織図（本書提出日現在）

 

 

②　経営体制

当社業務執行の最高機関である取締役会は3名以上の取締役で構成されます。取締役の選任は株主

総会において、発行済株式総数の2分の１以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過

半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会を終結

時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一と

します。

取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役１名を選任します。

 

　③　投資運用の意思決定機構
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２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を

行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

平成22年2月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。なお、親投資信託

はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

基本的性格 ファンド数 純資産総額

追加型株式投資信託 28 782,814 百万円

合　　　計 28 782,814 百万円
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３【委託会社等の経理状況】
 
（１） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号、以下「財務諸表等規則」という）第２条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。
なお、第23期事業年度（自平成19年４月１日至平成20年３月31日）は、改正前の財務諸表等規則に
基づき、第24期事業年度（自平成20年４月１日至平成21年３月31日）は、改正後の財務諸表等規則に
基づいて作成しております。

 
（２） 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号）第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。

 
 
（３） 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期事業年度（自平成19年４月１日

至平成20年３月31日）及び第24期事業年度（自平成20年４月１日至平成21年３月31日）の財務諸表
並びに当中間会計期間（自平成21年４月１日至平成21年９月30日）の中間財務諸表について、あず
さ監査法人により監査及び中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
     前事業年度   当事業年度
     （平成20年3月31日）  （平成21年3月31日）

 資産の部      
  流動資産      
   預金  *5 5,261,743 *5 5,883,888
   前払費用 *6 49,286 *6 41,216
   未収入金  88,231  30,732
   未収委託者報酬  3,838,409  524,682
   未収投資助言報酬  23,650  15,054
   未収収益  15,743  5,146
   未収消費税等  -  53,167
   繰延税金資産  223,183  58,928

   流動資産計  9,500,249  6,612,817

  固定資産      
   有形固定資産 *1   *1  
    建物附属設備  12,335  9,437
    器具備品  8,361  7,010

    有形固定資産計  20,697  16,448

   無形固定資産 *2     
    ソフトウェア  782  -

    無形固定資産計  782  -

   投資その他の資産      
    長期前払費用 *6 42,512 *6 13,575
    敷金  65,213  65,213
    繰延税金資産  7,480  4,236
    その他  3,800  3,800

    投資その他の資産計  119,007  86,825

   固定資産計  140,487  103,274

  資産合計  9,640,736  6,716,091

 負債の部      
  流動負債      
   預り金  3,228  1,599
   未払金 *5 1,681,421 *5 299,004
   未払費用  820,069  307,103
   未払法人税等 *3 1,680,682 *3 15,239
   未払消費税等  151,666  -
   賞与引当金  104,320  38,112

   流動負債計  4,441,388  661,058

  固定負債      
   退職給付引当金  7,395  -
   役員退職慰労引当金  13,613  17,212

   固定負債計  21,008  17,212

  負債合計  4,462,397  678,270
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
     前事業年度   当事業年度
     （平成20年3月31日）  （平成21年3月31日）

 純資産の部      
  株主資本      
   資本金  495,000  495,000
   利益剰余金      
    その他利益剰余金      
     繰越利益剰余金  4,683,339  5,542,820

    利益剰余金計  4,683,339  5,542,820

   株主資本計  5,178,339  6,037,820

  純資産合計  5,178,339  6,037,820

 負債・純資産合計  9,640,736  6,716,091
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（２）【損益計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
       前事業年度   当事業年度
       (自　平成19年4月 1日  (自　平成20年4月 1日
       至　平成20年3月31日)  至　平成21年3月31日)

 営業収益       
  委託者報酬  12,536,491  7,259,840
  投資助言報酬  126,156  99,217

  営業収益計  12,662,647  7,359,058

 営業費用       
  支払手数料 *2 4,449,683 *2 2,891,466
  広告宣伝費  　70,606  59,693
  調査費      
   調査費  20,550  21,437
   委託調査費  1,974,981  1,367,756

   調査費計  1,995,531  1,389,194

  委託計算費  124,728  98,331
  営業雑費      
   通信費  14,691  18,813
   印刷費  237,943  181,713
   協会費  2,326  4,766
   諸会費  628  793

   営業雑費計  255,589  206,086

  営業費用計  6,896,139  4,644,772

 一般管理費      
  給料        
   役員報酬 *1 56,506 *1 69,145
   給料・手当 *3 542,441 *3 690,359
   賞与   205,310  38,352
   賞与引当金繰入額  75,000  38,112

   給料計  879,257  835,969

  交際費   4,987  2,619
  旅費交通費  36,859  34,005
  租税公課  27,709  12,341
  不動産賃借料  57,822  58,909
  退職給付費用  3,257  -
  役員退職慰労引当金繰入  3,527  3,598
  固定資産減価償却費  8,005  7,770
  弁護士費用等  27,693  20,104
  保険料   3,265  6,699
  諸経費   270,644  247,489

  一般管理費計  1,323,029  1,229,507

 営業利益   4,443,478  1,484,777

 営業外収益       
  受取利息  4,596  11,362
  為替差益  -  5,982
  消費税還付収入  -  6,481
  その他   287  270

  営業外収益計  4,883  24,096
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

       前事業年度   当事業年度
       (自　平成19年4月 1日  (自　平成20年4月 1日
       至　平成20年3月31日)  至　平成21年3月31日)

 営業外費用       
  為替差損  21,806  -
  雑損失  5,899  3,714

  営業外収益計  27,705  3,714

 経常利益   4,420,657  1,505,160

 特別利益       
  固定資産売却益  -  1,693

  特別利益計  -  1,693

 特別損失       
  固定資産除却損  514  486

  特別損失計  514  486

 税引前当期純利益  4,420,142  1,506,367

 法人税、住民税及び事業税  1,955,796  479,387
 法人税等調整額  △111,425  167,499

 当期純利益   2,575,772  859,481
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（３）【株主資本等変動計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
       前事業年度   当事業年度
       (自　平成19年4月 1日  (自　平成20年4月 1日
       至　平成20年3月31日)  至　平成21年3月31日)

 株主資本        
  資本金        
   前期末残高  495,000  495,000

   当期末残高  495,000  495,000

  利益剰余金      
   その他利益剰余金      
    繰越利益剰余金      
     前期末残高  2,107,567  4,683,339
     当期変動額      
      当期純利益  2,575,772  859,481

      当期変動額合計  2,575,772  859,481

     当期末残高  4,683,339  5,542,820

  株主資本合計      
   前期末残高  2,602,567  5,178,339
   当期変動額      
    当期純利益  2,575,772  859,481

    当期変動額合計  2,575,772  859,481

   当期末残高  5,178,339  6,037,820

 純資産合計      
  前期末残高  2,602,567  5,178,339
  当期変動額      
   当期純利益  2,575,772  859,481

   当期変動額合計  2,575,772  859,481

  当期末残高  5,178,339  6,037,820
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重要な会計方針

項目
前事業年度

自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

1　固定資産の減価償却の
方法

(1) 有形固定資産 (1)有形固定資産（リース資産除く）
定額法により償却しております。
なお主な耐用年数は以下のとお
りであります。
建物附属設備　　　５年
器具備品　　　　　３～５年

同左

 (2) 無形固定資産 (2)無形固定資産（リース資産除く）
 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能
期間（1～3年）に基づく定額法
を採用しております。

　　　　　　　同左

  (3)リース資産
  

 
所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開
始日が平成20年3月31日以前に開
始する事業年度に属するもの及び
個々のリース資産で重要性が乏し
いと認められるものについては、
通常の賃貸借取引に準じた会計処
理によっております。

2　引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金 (1) 退職給付引当金
 従業員に対する退職給付の支給

に備えるため、当事業年度末にお
ける自己都合要支給額を退職給
付引当金として計上しておりま
す。

従業員に対する退職給付の支給
に備えるため、当事業年度末に
おける自己都合要支給額を退職
給付引当金として計上しており
ます。但し、当事業年度には対象
従業員が居ない為、引当計上は
しておりません。

 (2) 賞与引当金 同左
 従業員の賞与の支払に備えて、賞

与支給見込額の当期負担額を計
上しております。

(3) 役員退職慰労引当金
　　 役員の在任中の貢献に報いるた 
　　 めに、役員退職慰労金制度の内
　　 規に基き当事業年度末における
　　 要支給額を役員退職慰労引当金
　　 として計上しております。

 
 
 

同左

3　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。

 
 

　　　　　　＿＿＿＿＿＿

4　外貨建の資産及び負債
の本邦通貨への換算
基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。

同左
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項目
前事業年度

自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

5　その他財務諸表作成の
ための重要な事項

消費税等の会計処理 同左
消費税等の会計処理は税抜方式
によっております。

 

 
会計方針の変更

前事業年度
自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　（リース取引に関する会計基準）
所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっておりましたが、当事業年
度より「リース取引に関する会計基準」（企
業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会
計審議会第一部会）、平成19年3月30日改
正））及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第16号
（平成6年1月18日（日本公認会計士協会　会
計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が
適用されたことに伴い、通常の売買取引に係
る方法に準じた会計処理によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前
の所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理を適用しております。
なお、これによる影響額は軽微であります。
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表示方法の変更

前事業年度
自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

 
　金融商品取引法の施行（平成19年9月30日）及び
投資運用業等統一経理基準（旧　投資顧問業統一
経理基準の制定について）の改正（平成19年12
月19日）に伴い、以下の表示方法の変更を行って
おります。
（損益計算書）
　　前事業年度において「投資顧問料」として表示
しておりました投資顧問（助言）契約の投資助
言報酬は「投資助言報酬」として表示しており
ます。なお、前事業年度における「投資助言報
酬」は、60,963千円であります。
（貸借対照表）
　　前事業年度において「未収収益」として表示し
ておりました投資顧問（助言）契約の未収投資
助言報酬は「未収投資助言報酬」として表示し
ております。なお、前事業年度における「未収投
資助言報酬」は、16,516千円であります。
　なお、当該変更は、当該改正が当下半期に行われた
ため、当下半期に行っており、当中間会計期間は
従来の方法によっております。
 
 

　
　　
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 

 
 
注記事項
（貸借対照表関係）

前事業年度（平成20年3月31日現在） 当事業年度（平成21年3月31日現在）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りで
あります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りで
あります。

 
建物附属設備 4,958千円

器具備品 8,299千円

　　

 
建物附属設備 8,528千円

器具備品 4,413千円

　

※２ 無形固定資産の減価償却累計額は次の通りで
あります。

 

 
ソフトウェア 2,153千円

　

　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※３ 未払法人税等の内訳 ※３ 未払法人税等の内訳
 

法人税 　1,137,719千円
事業税 　305,749千円
住民税 237,214千円

　
 

 
法人税 　7,864千円
事業税 　4,674千円
住民税 2,699千円
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前事業年度（平成20年3月31日現在） 当事業年度（平成21年3月31日現在）

　４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 　４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行の香港上海銀行と当座貸越契約及び貸出
コミットメント契約を締結しております。
　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出
コミットメントに係る借入未実行残高等は次の
通りであります。

　
 
　　　　　　　 同左
 

 

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 -　〃

差引額 1,000,000　〃
　

 
　 　　　　　　

同左

 
※５ 関係会社に対する債権及び債務
　　 各科目に含まれているものは、次の通りであり
ます。

　　預金　　　　　　　　　　　5,184,788千円
　　未払金　　　　　　　　　　　 15,428千円
　　
※６ 当社が採用するグループ会社株式による報酬
制度に係る費用については、当社負担相当額を
前払費用に計上し、権利確定期間（3年）に亘っ
て費用処理しております。なお、未償却残高は前
払費用および長期前払費用に計上しておりま
す。

 

 
※５ 関係会社に対する債権及び債務
　　 各科目に含まれているものは、次の通りであり
ます。

　　預金　　　　　　　　　　　5,807,081千円
　　未払金　　　　　　　　　　　　1,323千円　　　　　　
　　
※６
 

同左
 

 
 
（損益計算書関係）

前事業年度
自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

※１ 役員報酬の限度額は次の通りであります。 ※１ 役員報酬の限度額は次の通りであります。
 

取締役　　年額 300,000千円
監査役　　年額 25,000千円

 
 
※２　関係会社に係る営業費用
　　各科目に含まれているものは、次の通りであり
ます。
　　支払手数料　　　　　　　　　42,884千円
 
※３　給料・手当には、被出向者に係る退職給付
費用相当額38,684千円が含まれております。
 
 

 
取締役　　年額 300,000千円
監査役　　年額 50,000千円

 
 
※２　関係会社に係る営業費用
　　各科目に含まれているものは、次の通りであり
ます。
　　支払手数料　　　　　　　　　31,185千円
 
※３　給料・手当には、被出向者に係る退職給付
費用相当額112,200千円が含まれております。
 

 

EDINET提出書類

ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

53/75



 
（株主資本等変動計算書関係）
　前事業年度（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日）
　１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 9,900 - - 9,900

 
 
２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。
 

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

 
４．配当に関する事項

該当事項はありません。
 
　当事業年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）
　１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 9,900 - - 9,900

 
 
２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。
 

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
 

４．配当に関する事項
該当事項はありません。
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（リース取引関係）
 

前事業年度
自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引

 
該当事項はありません。

 
該当事項はありません。

 
2　オペレーティング・リース取引
　　　　　未経過リース料　　　　　　　　
　　　　　　１年以内　　　　　 428千円
　　　　　　 １年超　　　　　 1,427千円
　　　　　　　合計　　　　　　1,855千円
 

 
2　オペレーティング・リース取引
　　リース契約の重要性が乏しいため、記載を省略し
ております。

 
 
（有価証券関係）
　　該当事項はありません。
 
（デリバティブ取引関係）
　　該当事項はありません。
 
（ストック・オプション等関係）
　　該当事項はありません。
 
（退職給付関係）

前事業年度
自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

 
 
 

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

 
１．採用している退職給付の概要

  

当社グループは、確定給付型の制度として、退職
一時金制度を設けております。
 

  

２．退職給付債務に関する事項   

(平成20年3月31日現在)
前事業年度

 (単位：千円)
退職給付債務 7,395

退職給付引当金 7,395
　

  
 
　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．退職給付費用に関する事項   
(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
 (単位：千円)
退職給付費用 　3,257
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（税効果会計関係）

前事業年度
自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

当事業年度
自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳

 
 千円
繰延税金資産  
減価償却の償却超過額 1,205

退職給付引当金及び役員退職
慰労金損金算入限度超過額

8,551

未払費用否認 43,353
賞与引当金否認 57,802
未払事業税 122,028
一括償却資産の償却超過額 1,788
前払費用 10,678
繰延税金資産小計 245,405
評価性引当額 △14,741
繰延税金資産の合計 230,664

 
 千円
繰延税金資産  
減価償却の償却超過額 1,394

退職給付引当金及び役員退職
慰労金損金算入限度超過額

7,005

未払費用否認 41,514
賞与引当金否認 15,511
未払事業税 1,902
前払費用 14,029
繰延税金資産小計 81,358
評価性引当額 △18,193
繰延税金資産の合計 63,165

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
 %
法定実効税率 40.7
（調整）  
評価性引当額 △0.0
住民税均等割 0.0
交際費等永久に損金に算入され
ない項目

 
1.0

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

41.7

 
 %
法定実効税率 40.7
（調整）  
評価性引当額 0.2
住民税均等割 0.2
交際費等永久に損金に算入され
ない項目

 
1.8

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

42.9
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（関連当事者との取引）
 
　前事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）
 
I　親会社及び法人主要株主等
 

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金

事業
の内
容又
は職
業

議決権
行使等
の被所
有者割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

親会
社

The Hongkong　and Shanghai Banking
Corporation, Limited　*3

香港
22,494百

万
香港ドル

銀行
業

間接
100％

なし
資金
の預
金

*1 資金の
預入

※ 預　金 5,184,788

*2 支払手
数料

　 42,884
　

未払
金

15,428

※ 日常業務に関わる資金の出入りであるため、取引金額の記載を行なっておりません。
 
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 当該預金は定期預金3,203,457千円を含んでおり、預け入れ更新日の利率表に基づき、利息を授受しており
ます。残額については、全額当座預金であり、無利息となっております。
*2 当該会社との販売に関する契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
*3 当該預金並びに当該会社との取引内容につきましては、The Hongkong　and Shanghai Banking
Corporation, Limitedの東京支店に対するものです。
 
 
II　兄弟会社等
 

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権行
使等の被
所有者割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社の
子会社

HSBC Group
Investment
Businesses
Ltd

英国
ロンドン

146,275千
ポンド

投資顧
問業

なし なし
事務委託
等

事務委託 91,076
 
未払費用

 

 
　31,383

 

親会社の
子会社

Halbis
Capital
Management
(UK) Ltd

英国
ロンドン

17,800千
ポンド

投資顧
問業

なし なし

 
投資顧問
契約
 
 

 
*1 支払投資
　 顧問
 

127,851
 
未払費用

 

 
　 6,305

 

親会社の
子会社

HSBC
Investments
(HK) Ltd

香港
 

30,000千
香港ドル

投資顧
問業

なし なし 事務委託

事務委託 6,332 
未払費用

 

 
　 7,240

 *1 支払投資
　 顧問

34,537

親会社の
子会社

Halbis
Capital
Management
(HK)Ltd　

香港
5,000千
香港ドル

投資顧
問業

なし なし
投資顧問
契約

*1 支払投資
　 顧問

1,195,895未払費用 285,954

親会社の
子会社

Sinopia
Asset
Management
(Asia
Pacific)　Ltd

香港
6,000千
香港ドル

投資顧
問業

なし なし
投資顧問
契約

 
共通発生経費
立替分

 
19,478

 

 
未収収益
 

 
15,535

 

 
*1 支払投資
　 顧問
 

 
585

 
未払費用

198

親会社の
子会社

Sinopia
Asset
Management
SA

フランス
パリ

3,387千
ユーロ

投資顧
問業

なし なし
投資顧問
契約

 
マネージメント
フィー
 

 
1,964
 

 
未収収益
 

 
490
 

 
*1 支払投資
　 顧問
 

 
170,322

 
未払費用

 
91,087
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属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権行
使等の被
所有者割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社の
子会社

HSBC Bank
Brasil SA

ブラジル
2,225百万
ブラジルレ

アル
銀行業 なし なし

投資顧問
契約

 
*1 支払投資
　 顧問
 

 
445,792

 
未払費用

 
285,754

 
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 当該会社との投資顧問契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
 
 
　当事業年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）
（追加情報）
　当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び
「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適
用しております。
 
１　関連当事者との取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
 

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業
の内
容又
は職
業

議決権
行使等
の被所
有者割
合

関連当
事者
との関
係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会
社

The Hongkong　and Shanghai Banking
Corporation, Limited　*3　

香港
22,494百

万
香港ドル

銀行
業

間接
100％

 
資金の
預金

*1 資金の
預入

※ 預　金 5,807,081

*2 支払手
数料

　 31,185
　

未払
金

1,323

※ 日常業務に関わる資金の出入りであるため、取引金額の記載を行なっておりません。
 
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 当該預金は定期預金3,011,774千円を含んでおり、預け入れ更新日の利率表に基づき、利息を授受しており
ます。残額については、全額当座預金であり、無利息となっております。
*2 当該会社との販売に関する契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
*3 当該預金並びに当該会社との取引内容につきましては、The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation, Limitedの東京支店に対するものです。
 
（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
 

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権行
使等の被
所有者割
合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の
親会社を
持つ会社

HSBC Global
Asset
Management
Ltd　*2

英国
ロンドン

146,275千
ポンド

投資
運用業

なし 事務委託等 事務委託 61,462
 
未払費用

 

 
　21,553

 

同一の
親会社を
持つ会社

Halbis
Capital
Management
(UK) Ltd

英国
ロンドン

17,800千
ポンド

投資
運用業

なし

 
投資運用
契約

 

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

107,074
 
未払費用

 

 
　 2,223

 

同一の
親会社を
持つ会社

HSBC Global
Asset
Management
(HK) Ltd　*2

香港
 

30,000千
香港ドル

投資
運用業

なし

事務委託・
投資運用
　契約、
役員の兼任

事務委託 6,933
 
未払費用

 

 
　 7,144

 *1 支払投資
運用報酬

18,972
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種類 会社等の名称 所在地
資本金又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権行
使等の被
所有者割
合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の
親会社を
持つ会社

Halbis
Capital
Management
(HK)Ltd　

香港
5,000千
香港ドル

投資
運用業

なし
投資運用
契約、
役員の兼任

*1 支払投資
　 運用報酬

692,690未払費用 87,047

同一の
親会社を
持つ会社

Sinopia
Asset
Management
(Asia
Pacific)　Ltd

香港
6,000千
香港ドル

投資
運用業

なし
投資運用　
契約、

　役員の兼任

 
共通発生経費
立替分

 
25,412

 

 
未収収益
 

 
3,105
 

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

 
742

 
未払費用

39

同一の
親会社を
持つ会社

Sinopia
Asset
Management
SA

フランス
パリ

3,387千
ユーロ

投資
運用業

なし
投資運用
契約

 
マネージメント
フィー

 
1,503
 

 
未収収益
 

 
618
 

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

 
121,181

 
未払費用

 
27,566

同一の
親会社を
持つ会社

HSBC Bank
Brasil SA

ブラジル
2,178百万
ブラジルレ

アル
銀行業 なし

投資運用
契約

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

 
427,095

 
未払費用

 
115,207

同一の
親会社を
持つ会社

HSBC Global
Asset
Management
(France)　*2

フランス
パリ

6,460千
ユーロ

投資
運用業

なし
パフォーマンス
レベル・

アグリーメント

 
*3 投資助言報酬
 

 
1,920

 
未払費用

 
1,920

 
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 当該会社との投資運用契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
*2 HSBC Investment Groupは英文名称をHSBC Global Asset Management Groupに変更しました。
*3当該会社とのパフォーマンス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率で計算された金額を
受け取っております。
 
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited（非上場）
 
（持分法損益等）
　　該当事項はありません。
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（一株当たり情報）
 

前事業年度
自平成19年4月 1日
至平成20年3月31日

当事業年度
自平成20年4月 1日
至平成21年3月31日

1株当たり純資産額 523,064.59円1株当たり純資産額 609,880.89円

1株当たり当期純利益 260,179.01円1株当たり当期純利益 86,816.29円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。
 

 
前事業年度

自平成19年4月 1日
至平成20年3月31日

当事業年度
自平成20年4月 1日
至平成21年3月31日

当期純利益（千円） 2,575,772 859,481

普通株主に帰属しない金額（千円） 　　　　　　　 － 　　　　　　　 －

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,575,772 859,481

普通株式の期中平均株式数（株） 9,900 9,900

 
（重要な後発事象）
　前事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）
　　該当事項はありません。
 
当事業年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）
　自己株式取得に関する事項

当社は、平成21年6月17日開催の株主総会において、会社法第156条第1項及び当社定款の定めに基づき、
自己株式を取得することを決議いたしました。
１.　自己株式取得の理由　
　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として、自己株式の取得を行うものです。

　　　２.　取得の内容
　　　　　　①取得方法　　　　　　　　　株主からの取得
　　　　　　②取得対象株式の種類　　　　当社普通株式
　　　　　　③取得しうる株式の総数　　　7,800株（発行済株式総数9,900株に対する割合78.8％）
　　　　　　④株式の取得価額の総額　　　4,030百万円
　　　　　　⑤買付期間　　　　　　　　　 平成21年6月17日～平成21年9月30日
 
　　なお、平成21年3月31日現在における自己株式の保有はありません。
 

　　次へ
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＜中間財務諸表＞
 
（１）中間貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

     当中間会計期間末    

     （平成21年９月30日）   

 資産の部      

  流動資産      

   預金   1,990,247   

   前払費用 *4 33,457   

   未収入金  53,049   

   未収委託者報酬  2,178,898   

   未収投資助言報酬  19,036   

   未収収益  14,325   

   繰延税金資産  116,052   

   流動資産計  4,405,066   

  固定資産      

   有形固定資産 *1     

    建物附属設備  33,171   

    器具備品  10,578   

    有形固定資産計  43,750   

   投資その他の資産      

    長期前払費用 *4 4,971   

    敷金  42,673   

    その他  3,800   

    繰延税金資産  3,904   

    投資その他の資産計  55,349   

   固定資産計  99,099   

  資産合計  4,504,166   

 負債の部      

  流動負債      

   未払金  945,469   

   未払費用  539,534   

   未払法人税等  397,860   

   未払消費税等 *2 31,402   

   賞与引当金  114,336   

   流動負債計  2,028,603   

  固定負債      

   長期未払金 *4 2,701   

   役員退職慰労引当金  19,011   

   固定負債計  21,713   

  負債合計  2,050,316   
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　　　　　　　　　　　(単位：千円)

     当中間会計期間末    

     （平成21年９月30日）   

 純資産の部      

  株主資本      

   資本金  495,000   

   利益剰余金      

    その他利益剰余金      

     繰越利益剰余金  1,958,849   

    利益剰余金計  1,958,849   

   株主資本計  2,453,849   

  純資産合計  2,453,849   

 負債・純資産合計  4,504,166   
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（２）中間損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

       当中間会計期間    

       (自　平成21年4月 1日   

       至　平成21年9月30日)   

 営業収益       

  委託者報酬  3,644,958   

  投資助言報酬  51,986   

  営業収益計  3,696,944   

 営業費用       

  支払手数料  1,457,798   

  広告宣伝費  9,676   

  調査費      

   調査費  12,535   

   委託調査費  688,749   

   調査費計  701,285   

  委託計算費  50,362   

  営業雑費      

   通信費  9,619   

   印刷費  67,406   

   協会費  2,007   

   諸会費  400   

   営業雑費計  79,433   

  営業費用計  2,298,556   

 一般管理費      

  給料        

   役員報酬  33,116   

   給料・手当 *1 300,758   

   賞与   24,245   

   賞与引当金繰入額  76,224   

   給料計  434,345   

  交際費   761   

  旅費交通費  12,129   

  租税公課  6,944   

  不動産賃借料  21,454   

  役員退職慰労引当金繰入  1,799   

  固定資産減価償却費 *2 2,729   

  弁護士費用等  10,691   

  保険料   2,632   

  諸経費   124,096   

  一般管理費計  617,584   

 営業利益   780,803   
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　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

       当中間会計期間    

       (自　平成21年4月 1日   

       至　平成21年9月30日)   

 営業外収益       

  受取利息  277   

  消費税還付収入  854   

  その他  219   

  営業外収益計  1,350   

 営業外費用       

  為替差損  421   

  雑損失  292   

  営業外費用計  713   

 経常利益   781,440   

 特別損失       

  固定資産除却損  145   

  特別損失計  145   

 税引前中間純利益  781,295   

 法人税、住民税及び事業税  391,625   

 法人税等調整額  △56,790   

 中間純利益   446,460   
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（３）中間株主資本等変動計算書　　　　　　　　　　(単位：千円)

       当中間会計期間    

       (自　平成21年4月 1日   

       至　平成21年9月30日)   

 株主資本        

  資本金        

   前期末残高  495,000   

   当中間期末残高  495,000   

  利益剰余金      

   その他利益剰余金      

    繰越利益剰余金      

     前期末残高  5,542,820   

     当中間期変動額      

      中間純利益  446,460   

      自己株式の消却  －4,030,431   

      当中間期変動額

合計

 －3,583,971   

     当中間期末残高  1,958,849   

 自己株式        

   前期末残高  －    

   当中間期変動額      

    自己株式の取得  －4,030,431   

    自己株式の消却  4,030,431   

    当中間期変動額合計  －    

   当中間期末残高  －    

 株主資本合計      

   前期末残高  6,037,820   

   当中間期変動額      

    中間純利益  446,460   

    自己株式の取得  －4,030,431   

    自己株式の消却  －    

    当中間期変動額合計  －3,583,971   

   当中間期末残高  2,453,849   

 純資産合計      

  前期末残高  6,037,820   

  当中間期変動額      

   中間純利益  446,460   

   自己株式の取得  －4,030,431   

   自己株式の消却  －    

   当中間期変動額合計  －3,583,971   

  当中間期末残高  2,453,849   
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
当中間会計期間

［自］平成21年４月 1日
［至］平成21年９月30日

 

1　固定資産の減価償却の
方法

(1) 有形固定資産  
定額法により償却しております。
なお主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備　　　５年
器具備品　　　　　３～５年

 

2　引当金の計上基準 (1) 賞与引当金  
 従業員の賞与の支払に備えて、賞

与支給見込額の当中間会計期間
負担額を計上しております。

 

 (2) 役員退職慰労引当金  
 役員の在任中の貢献に報いるた

めに、役員退職慰労金制度の内規
に基き当中間会計期間末におけ
る要支給額を役員退職慰労引当
金として計上しております。

 

3　外貨建の資産及び負債
の本邦通貨への換算
基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しておりま
す。

 

4　リース取引の処理方法 所有権移転外ファイナンス・リース
取引のうち、リース取引開始日が平成
20年３月31日以前に開始する事業年
度に属するもの及び個々のリース資
産で重要性が乏しいと認められるも
のについては、通常の賃貸借取引に準
じた会計処理によっております。

 

5　その他中間財務諸表作
成のための重要な事
項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式に
よっております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末（平成21年９月30日現在）  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通り
であります。

 

 
建物附属設備 1,897千円

器具備品 5,073千円

　　

 

※２ 消費税等の取扱い  
　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう
え、流動負債の「未払消費税等」として表示し
ております。
 

 

３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント  
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行である香港上海銀行と当座貸越契約及び
貸出コミットメント契約を締結しております。
　当中間会計期間末における当座貸越契約及び
貸出コミットメントに係る借入未実行残高は以
下の通りであります。

 

 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
1,000,000千円

借入実行残高 －　〃

差引借入未実行残高 1,000,000　〃

　　

 

※４ 当社が採用するグループ会社株式による報酬
制度に係る費用については、当社負担相当額を
権利確定期間（３年）に亘って費用処理してお
ります。

 

 

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
［自］平成21年４月 1日
［至］平成21年９月30日

 

※１ 給料・手当には、被出向者に係る退職給付費
用相当額24,369千円が含まれております。

 

  
※２ 減価償却費は以下の通りであります。  
 

有形固定資産 2,729千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間末（平成21年９月30日現在）  

１　発行済株式に関する事項  
 

株式の種類
前事業
年度末

増加 減少
当中間会計
期間末

普通株式 9,900 － 7,8002,100

　　

 

（変動事由の概要）  
　減少数の内訳は、次の通りであります。
　自己株式の消却による減少　　　　7,800株

 

  
２　自己株式に関する事項  
 

株式の種類
前事業
年度末

増加 減少
当中間会計
期間末

普通株式 － 7,8007,800 －

　　

 

（変動事由の概要）  
　当社は、平成21年６月17日開催の株主総会にお
いて、会社法第156条第１項及び当社定款の定め
に基づき、自己株式を取得することを決議いたし
ました。また、取得した自己株式は平成21年６月
22日開催の取締役会において7,800株の消却の決
議をいたしました。

 

１．自己株式取得の理由  
　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策
の一環として、自己株式の取得を行うもので
す。

 

２．取得の内容  
①取得方法　　　　　　　株主からの取得  
②取得対象株式の種類　　当社普通株式  
③取得株式の総数　　　　7,800株（発行済株式総

数9,900株に対する
割合78.8％）

 

④株式の取得価額の総額　4,030百万円  
⑤買付期間　　　　　　　平成21年６月17日～平成21

年９月30日
 

  
３　新株予約権等に関する事項  
　該当事項はありません。  
  
４　配当に関する事項  
　該当事項はありません。  

 

EDINET提出書類

ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

68/75



（リース取引関係）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（一株当たり情報）

当中間会計期間
［自］平成21年４月 1日
［至］平成21年９月30日

 

 

１株当たり純資産額 1,168,499.88円

１株当たり中間純利益金額 79,796.35円

　　

 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当中間会計期間
［自］平成21年４月 1日
［至］平成21年９月30日

 

中間純利益（千円） 446,460 

普通株式に係る中間純利益（千円） 446,460 

普通株主に帰属しない金額（千円） －  

普通株式の期中平均株式数（株） 5,595 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

が禁止されています。

①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ

がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく

は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で

定めるものを除きます。)。

③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法

人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者

と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④

⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその

他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該

当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行

うこと。

④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用

財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の

保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも

のとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

（１）定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

 

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①　名　　　称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②　資本金の額：324,279百万円（平成21年3月末現在）

③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

（参考）再信託受託会社

名　　　称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（平成21年3月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
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（２）販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

安藤証券株式会社
2,280百万円

（平成21年3月末現在）

金融商品取引法に定
める第一種金融商品
取引業を営んでいま
す。

香川証券株式会社
555百万円

（平成21年3月末現在）

極東証券株式会社
5,251百万円

（平成21年3月末現在）

篠山証券株式会社
100百万円

（平成21年3月末現在）

静岡東海証券株式会社
600百万円

（平成21年3月末現在）

株式会社証券ジャパン
3,000百万円

（平成21年3月末現在）

東武証券株式会社
420百万円

（平成21年3月末現在）

奈良証券株式会社
117百万円

（平成21年3月末現在）

成瀬証券株式会社
720百万円

（平成21年3月末現在）

播陽証券株式会社
112百万円

（平成21年3月末現在）

山形證券株式会社
100百万円

（平成21年3月末現在）

楽天証券株式会社 （注2）
7,445百万円

（平成21年3月末現在）

リーディング証券株式会社
1,393百万円

（平成21年3月末現在）

ザ・ホンコン・アンド・シャン
ハイ・バンキング・コーポレイ
ション・リミテッド　

224億9,396万8,235香港ドル

125億3,350万米ドル  （注1）

（平成21年12月末現在）

銀行法に基づき銀行
業を営んでいます。

（注1）ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額

は、自己資本の額です。

（注2）楽天証券株式会社は、平成22年4月23日より販売を開始する予定です。

 

（３）投資顧問会社　
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①　名　　　称：ＨＳＢＣ　バンク　ブラジル　エス　エイ- Banco Múltiplo

②　資本金の額：1,835百万レアル（平成20年12月末現在）

③　事業の内容：ブラジルにおいて主として銀行業務、資産運用業務を行っています。

 

２【関係業務の概要】

（１）受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信

託事務処理の一部の委託等を行います。

（２）販売会社

当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金、収益分配金

の支払い等に関する事務等を行います。

（３）投資顧問会社

当ファンドの投資顧問会社として、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断

・発注を行います。

 

３【資本関係】

委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リ

ミテッドおよび投資顧問会社であるＨＳＢＣ　バンク　ブラジル　エス　エイ- Banco Múltiploは、ＨＳ

ＢＣホールディングス　ピー・　エル・シー（英国）の実質的な子会社です。

 

 

第３【その他】

（１）目論見書の表紙に、ロゴ・マーク、図案を使用しファンドの基本的性格を記載する他、届出書本文の主

要内容を要約し、目論見書の冒頭に記載することがあります。また目論見書の表紙に、ファンドの形態

等の記載をすることがあります。

（２）目論見書の裏表紙に、金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載することがあります。

（３）目論見書の巻末または冒頭に、用語解説等を記載することがあります。

（４）投資信託の特徴や仕組みなどの説明文章や図表などを目論見書に記載することがあります。

（５）目論見書は電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

（６）目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」と称して使用する場合があります。

（７）交付目論見書の冒頭に「投資家に確認していただきたい重要事項」として、ファンドにかかるリスク

ならびに手数料等について記載することがあります。

（８）交付目論見書の巻末に、当ファンドの信託約款の全文を掲載し、届出書本文の詳細な内容については、

当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容の記載とすることがあります。
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独立監査人の中間監査報告書

 

 

  平成21年12月18日

ＨＳＢＣ投信株式会社   

 取締役会　御中   

 

 あずさ監査法人  

 

 
指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士 安　藤　通　教　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

等の経理状況」に掲げられているＨＳＢＣ投信株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日

までの第25期事業年度の中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を

損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査

法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、ＨＳＢＣ投信株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

 

（注）上記は、当社が独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 

 

  平成21年６月24日

ＨＳＢＣ投信株式会社   

 取締役会　御中   

 

 あずさ監査法人  

 

 
指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士 安　藤　通　教　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

等の経理状況」に掲げられているＨＳＢＣ投信株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日

までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ＨＳＢＣ投信株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業

年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

 

（注）上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 

 

  平成20年６月27日

ＨＳＢＣ投信株式会社   

 取締役会　御中   

 

 あずさ監査法人  

 

 
指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士 安　藤　通　教　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

等の経理状況」に掲げられているＨＳＢＣ投信株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日

までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ＨＳＢＣ投信株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業

年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

 

（注）上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。

 

EDINET提出書類

ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

75/75


	表紙
	本文
	第一部証券情報
	（１）ファンドの名称
	（２）内国投資信託受益証券の形態等
	（３）発行（売出）価額の総額
	（４）発行（売出）価格
	（５）申込手数料
	（６）申込単位
	（７）申込期間
	（８）申込取扱場所
	（９）払込期日
	（10）払込取扱場所
	（11）振替機関に関する事項
	（12）その他

	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況
	１ファンドの性格
	（１）ファンドの目的及び基本的性格
	（２）ファンドの仕組み

	２投資方針
	（１）投資方針
	（２）投資対象
	（３）運用体制
	（４）分配方針
	（５）投資制限

	３投資リスク
	４手数料等及び税金
	（１）申込手数料
	（２）換金（解約）手数料
	（３）信託報酬等
	（４）その他の手数料等
	（５）課税上の取扱い

	５運用状況
	（１）投資状況
	（２）投資資産
	①投資有価証券の主要銘柄
	②投資不動産物件
	③その他投資資産の主要なもの

	（３）運用実績
	①純資産の推移
	②分配の推移
	③収益率の推移


	６手続等の概要
	７管理及び運営の概要

	第２財務ハイライト情報
	１貸借対照表
	２損益及び剰余金計算書

	第３内国投資信託受益証券事務の概要
	第４ファンドの詳細情報の項目

	第三部ファンドの詳細情報
	第１ファンドの沿革
	第２手続等
	１申込（販売）手続等
	２換金（解約）手続等

	第３管理及び運営
	１資産管理等の概要
	（１）資産の評価
	（２）保管
	（３）信託期間
	（４）計算期間
	（５）その他

	２受益者の権利等

	第４ファンドの経理状況
	１財務諸表
	（１）貸借対照表
	（２）損益及び剰余金計算書
	（３）注記表
	（４）附属明細表

	２ファンドの現況
	純資産額計算書


	第５設定及び解約の実績

	第四部特別情報
	第１委託会社等の概況
	１委託会社等の概況
	２事業の内容及び営業の概況
	３委託会社等の経理状況
	（１）貸借対照表
	（２）損益計算書
	（３）株主資本等変動計算書

	４利害関係人との取引制限
	５その他

	第２その他の関係法人の概況
	１名称、資本金の額及び事業の内容
	２関係業務の概要
	３資本関係

	第３その他

	監査報告書

